
第２節 古代足羽郡の実相
１ 遺跡の発見と位置づけ

近年の福井城跡の調査において、４号線・５号線・県営／市営地下駐車場・足羽川右岸線・FKJ０６‐２・

３・４の各地点の下層で古代の遺跡が発見された。これらの遺跡の発見以前に従来の足羽郡の様相が考

察されているため、福井城下層遺跡群を含む足羽郡に所在する１２遺跡（１）の分布状況・変遷・性質を検討

することで各遺跡の性格を推定し、足羽郡の様相を考察することが本稿の目的である。

２ 遺跡の性格の推定

１）遺跡の環境と分布（第１８６図上段）

始めに地理的環境をみてみる。足羽郡は東西と南側に山が存在し、東側の標高が高いため河川は東か

ら西へ流れる。現在の足羽川の南北では地質が異なり、南側地域は三角州と報告され、軟弱地盤である

ことが判明している（２）。旧河道の復元によると、足羽川の流路を現在の足羽山の北側だけでなく、その

南側に想定することもできる。遺跡の立地をみると、和田坊町遺跡や莇生田遺跡の周辺は標高１０ｍ以上

と他より安定した土地であることが分かる。５号線／足羽川右岸線地点の周辺は、吉野川と足羽川が合

流する場所である。この地域の遺跡は河川に近接する。対照的に大土呂遺跡の周辺の遺跡は河川から離

れている。蛇行する河川は氾濫が多く、一定の距離を置く必要があったのかもしれない。

遺跡の出現と消滅に関わる画期は、７世紀中葉、８世紀末から９世紀初頭、１０世紀初頭である。この

変遷を捉えるため、画期前後の７世紀前半、７世紀後半、８世紀中葉、９世紀中葉の４時期を遺跡の分

布状況を図示した。

７世紀前半には、前時代から継続する遺跡のみが存在する。その数は少なく、散在している状況であ

る。また、７世紀の古墳が酒生古墳群と御茸山古墳群に存在する可能性がある（３）。７世紀後半には、前

段階に存在した遺跡の周辺に他の遺跡が出現するようになる。５号線／足羽川右岸線地点の近辺の FKJ

０６‐２・３／４号線地点と県営地下柱地点、酒生古墳群の麓の篠尾廃寺、大土呂遺跡の近辺の今市遺跡で

ある。また、それまで遺跡が存在しなかった吉野川の右岸にも河増遺跡が出現する。８世紀中葉に新し

く出現するのは荘園であり、足羽郡の西側に分布する。県営地下駐車場地点付近は遺跡の群在する地域

となる。９世紀になると、７世紀後半に出現した遺跡のほとんどが消滅する。遺跡の群在地域は、FKJ

０６‐２・３／４号線地点が中心であるようにみえる。

７世紀以前から存在する遺跡の周辺は、他の遺跡が出現する場合と出現しない場合に分けられる。前

者が５号線／足羽川右岸線地点や大土呂遺跡であり、後者が和田坊町遺跡や莇生田遺跡である。後者周

辺が調査されていないわけではなく、和田坊町遺跡周辺には古墳時代中期までの遺跡が存在する。この

状況は、周辺開発の差異を表していると考える。

２）遺跡の盛衰と画期（第１８６図下段左側）

各遺跡の盛衰を遺物量の時期的変化から判断する。遺跡の盛衰から画期を、７世紀中葉、７世紀末か

ら８世紀初頭、８世紀中葉、８世紀末から９世紀初頭、９世紀中葉、１０世紀初頭の６段階で設定した。

７世紀中葉に出現した FKJ０６‐２・３／４号線地点・県営地下駐車場地点・河増遺跡・篠尾廃寺跡・

今市遺跡は、７世紀末から８世紀初頭に発展する。特に県営地下駐車場地点と今市遺跡の発展が著しい。

これ以前の時期から存在する和田坊町遺跡・莇生田遺跡・５号線／足羽川右岸線地点においても、中央

的な様相がみられるようになる。８世紀中葉になると、県営地下駐車場地点はさらに発展するが、河増
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遺跡、今市遺跡には衰退する傾向が認められる。７世紀中葉に出現した遺跡が、発展する遺跡と衰退す

る遺跡に分かれる時期といえる。８世紀末から９世紀初頭は、県営地下駐車場地点・河増遺跡・今市遺

跡・篠尾廃寺が消滅する時期である。７世紀中葉に出現した遺跡は、FKJ０６‐２・３／４号線地点のみと

なる。９世紀中葉は、和田坊町遺跡、莇生田遺跡、FKJ０６‐２・３／４号線地点が発展し、FKJ０６‐４地点・

下六条西九反田遺跡が出現する時期である。１０世紀初頭になると、FKJ０６‐４地点、下六条西九反田遺跡・

莇生田遺跡・大土呂遺跡が消滅する。１０世紀中葉以降に消滅する FKJ０６‐２・３／４号線地点・和田坊

町遺跡にも衰退傾向が認められる。この時期でも、５号線／足羽川右岸線地点に衰退傾向は一切認めら

れない。

以上の遺跡は、出現と消滅が同様の傾向を示すものに分類できる。和田坊町遺跡・莇生田遺跡・大土

呂遺跡は、７世紀以前から存在し１０世紀初頭以降に衰退・消滅する。県営地下駐車場地点・河増遺跡・

篠尾廃寺跡・今市岩畑遺跡は、７世紀中葉に出現し８世紀末に消滅する。FKJ０６‐４地点・下六条西九反

田遺跡は、９世紀中葉に出現し１０世紀初頭に消滅する。これ以外に、単独的傾向を示す遺跡として、FKJ

０６‐２・３／４号線地点・５号線／足羽川右岸線地点がある。FKJ０６‐２・３／４号線地点は７世紀中葉に

出現し１０世紀中葉に消滅する。５号線／足羽川右岸線地点は７世紀以前から存在し、１０世紀になっても

衰退する傾向が認められない。

３）遺跡の性質と性格（第１８６図下段右側）

遺跡の性質は、有力性と公共性の差異で判断する。有力性は、有力者が示す可視的優位性として、建

物規模（４）と特殊遺物（５）の属性で検討する。その存在状況から、大型建物と特殊遺物の双方の存在を［上

位］、いずれかの存在を［中位］、無しを［下位］と判断する（６）。公共性は、遺構配置の区画性（７）の度合

を優先し、補助的に墨書土器様相（８）を用いる。区画性の度合は、建物配置の統一性と区画構造物の存在

を［重度］、いずれかの存在を［中度］、無しを［軽度］と判断する。これに墨書土器の様相を考慮する

ことで、［公的］もしくは［私的］に分ける。区画性のみでしか検証できない場合に［公的］とするの

は、［重度］に限る。なお、いずれも暫定的なものは（ ）を付ける。

１．FKJ０６‐２・３／４号線地点 ５０㎡級の建物と畿内系土師器・緑釉陶器・灰釉陶器が存在する。方位

を意識した区画をもとに、建物が建て続けられる区域や区画構造物が存在する［重度］。墨書土器は

少ないため、判断しにくいが「職」という文字に若干の対外性がある。［公的・上位］と判断する。

２．FKJ０６‐４地点 大型建物と特殊遺物は存在しない。区画的な溝のみが認められるため、暫定的に［（中

度）］。区画の暫定性から［私的・下位］と判断する。

３．県営地下駐車場地点 １００㎡級の建物と畿内系土師器が存在する。建物の方位の統一性と配置の規

則性や区画構造物が存在する［重度］。墨書土器は無い。［公的・上位］と判断する。

４．市営地下駐車場 詳細が明らかにされていないため保留する。この地点に存在することが重要。

５．５号線／足羽川右岸線地点 暫定的な５０㎡級の建物と畿内系土師器・緑釉陶器・灰釉陶器・瓦が存

在する。建物方位の同一性のみ認められる［（中度）］。墨書土器の「中家」という文字には、若干

の対外性がある。区画性が暫定的であるため［私的・上位］と判断する。

６．河増遺跡 畿内系土師器のみ存在する。区画性は無い。［私的・中位］と判断する。

７．和田坊町遺跡 ５０㎡級の建物と畿内系土師器・緑釉陶器・灰釉陶器・瓦が存在する。区画構造物が

存在する［中度］。墨書土器は人名が多く、対内的である。［私的・上位］と判断する。

８．篠尾廃寺 瓦が存在する。塔基壇と心礎が検出された寺院である。寺院の区画性は［重度］と考え
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られ［公的・中位］と判断する。

９．下六条西九反田遺跡 暫定的な５０㎡級の建物と緑釉陶器・灰釉陶器が存在する。区画性は不明。［私

的・上位］と判断する。

１０．莇生田遺跡 暫定的な５０㎡級の建物と緑釉陶器・灰釉陶器・瓦が存在する。区画構造物が存在する

［中度］。墨書土器は人名が多く、対内的である。［私的・上位］と判断する。

１１．今市岩畑遺跡 ５０㎡級の建物と畿内系土師器が存在する。建物方位と配置にやや区画性が認められ

る［中度］。墨書土器の数と人名・地名などは対内的と評価する。［私的・上位］と判断する。

１２．大土呂遺跡 大型建物と特殊遺物は存在せず、区画性も認められない。［私的・下位］と判断する。
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以上の各遺跡の性質に盛衰・分布状況を踏まえて、遺跡の性格を推定する。

［私的・上位］の和田坊町遺跡や莇生田遺跡は、長期存続する有力な集落であり、周辺域に同時期の

遺跡が無いのは生産域の付属によると解釈し、豪族居宅と推定する。他方、同じ［私的・上位］でも下

六条西九反田遺跡と今市遺跡は短期間で廃絶する。今市遺跡の性格を重要視し、有力者の経営拠点と推

定する。５号線／足羽川右岸線地点は長期的に存続するが、河川への近接を重視し港と推定する。［私

的・中位］の河増遺跡は、今市遺跡を小規模にした状況であり、遺跡が存在しなかった場所に出現する

ことから荘園の出現形態に類似すると判断し、経営拠点と推定する。［私的・下位］の FKJ０６‐４地点と

大土呂遺跡は、有力者の影響が認められないため、一般村落と推定する。

［公的・上位］の FKJ０６‐２・３／４号線地点と県営地下駐車場地点では、存続期間が異なる。FKJ０６‐２・

３／４号線地点は長期的で、その動向は郡衙の状況と似ている（９）。郡衙の特定に必要な郡庁の検出がな

いため、郡衙的様相の官衙と推定する。県営地下駐車場地点は短期的であり、７世紀中葉出現の経営拠

点と連動する盛衰状況から関連性の高さが推測できる。河川に近接し、北陸道に近いことから、経営拠

点の物流に関連する施設と推定する。［公的・中位］の篠尾廃寺は寺院と判明している。

３ 足羽郡の様相（第１８６図上段の分布図参照）

以上の遺跡の性格をもとに、７世紀から１０世紀までの足羽郡の様相をみてみよう。

７世紀は中葉に画期があり、前半と後半で状況が大きく異なる。７世紀前半は、それ以前の集落形態

が存続した時期と考える。この段階では、北陸道の整備は進展しておらず、集落間の交流が基本的であ

ったと考える。それは、足羽郡内の安定した地域に散在する集落に、生産地が付属する状態で領域が設

定されていた。したがって、各地域に有力者が存在し、支配域が独立していた状況が想定できる。その

支配域は古墳群の位置とも関連する可能性がある。大化前代の国造の統治圏が古墳文化の発達した地域

と一致するなら（１０）、酒生古墳群の規模から和田坊町遺跡周辺域に国造級有力者の存在を想定すること

も可能である。他にも御茸山古墳群や松岡古墳群が足羽郡内では有力な古墳群といえる。

７世紀後半は足羽郡の開発時期であり、港関連施設と一般村落の周囲に他の遺跡が出現するようにな

る。豪族居宅の周辺に遺跡の出現はない。港関連施設の周辺には物流関連施設が出現し、一般村落の周

辺には経営拠点という生産施設が出現する。この出現の同時性は、中央への物資輸送を目的とした要請

や中央的技術の伝達などを基盤として設置されたためと理解できる。この時期には、少量ではあるが中

央的な遺物が出土するようになり、中央の技術によって篠尾廃寺が建立されるといった中央の地域的介

入がある。北陸道の整備もこの時期と考える（１１）。この整備により流通面での有効度が増し、北陸道に

近い地域が盛んに開発されることとなった。生産域と流通域に遺跡が群在することは、地域性を活かし

た機能の選択と集中が行われたことを示す。それは、従来の豪族居宅で生産・管理・流通を行った自給

型形態とは異なる生産と流通の機能をそれぞれ特化させた形態の出現を意味する。ただし、まだ足羽郡

の東側は従来の自給型形態を残し、西側が新しい特化型形態に移行していく段階と想定する。

８世紀になると、遺物からも中央との交流が、港施設・経営拠点・物流拠点・官衙・豪族居宅で認め

られるようになる。７世紀中葉に出現した経営拠点と物流施設は、８世紀前半に最盛期を迎え、８世紀

後半には衰退・消滅する。この状況は荘園の出現と相反するため、生産に関わる経営形態の変化が経営

拠点の再編をもたらしたのであろう。この段階で足羽郡の西と東では大きく様相が異なる。特に、物流

施設が設置された地域には遺跡が密集するようになり、流通路の交点であることからも交通の要衝とい
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えるようになる。この地域の状況を足羽郡の中心部と、東側の状況を周辺部と評価することもできる。

中心部になら、官衙的な遺跡が成立してくるのも理解できる。官衙的な遺跡が、この時期の豪族居宅と

同等かそれ以上の様相になることは、新しい流通形態によって発展したことを示しているのだろう。

９世紀の段階で、７世紀中葉に出現した遺跡で存続するのは郡衙的な官衙のみとなる。中央との交流

を示す遺物は、港施設・豪族居宅・官衙で認められる。各様相をみると、豪族居宅と官衙の最盛期とい

える。荘園以外にも新しく経営拠点が出現する。交通の要衝に存在するのは、港施設と官衙であるため、

この段階の物流は官衙が管理したのであろう。この官衙の付近に一般村落が出現するのは、官衙施設の

拡大を意味するのかもしれない。

１０世紀になると、官衙・一般集落・豪族居宅・荘園が衰退・消滅する。これは、それまで存在してい

た足羽郡の遺跡のほぼすべてに及ぶ現象である。この時期は須恵器の生産も終了することから、律令体

制による地域的な繁栄の終焉とも理解できる。中央の繁栄と地方の衰退を示唆する状況といえよう。現

状での唯一の例外は港施設であり、物流施設は形を変えて存続した可能性がある。また、豪族居宅にお

いても生産地ごと消滅するとは考えにくく、見かけ上の消滅は管理形態の転換があったことを示唆する

のではないだろうか。１０世紀以降の状況を判断するのは、現状の資料では難しい。

４ 足羽郡の氏族との関係

足羽郡には郡内を二分する勢力の足羽と生江が存在するため、従来の遺跡の評価は各勢力への帰属が

問題とされてきた。足羽臣の本貫地は名称の関連性を強調することで足羽山古墳群と足羽神社が所在す

る足羽山周辺域に、生江臣の本貫地は足羽臣の勢力圏外として篠尾廃寺と酒生古墳群が存在する地域に

推定されている（１２）。しかし、ひとつの氏寺のみの現状で、郡名成立時の足羽臣の立場が名称に関連し

たとする推定と（１３）、篠尾廃寺を生江臣の氏寺とする推定は両立しないはずである。評制施行（６４９年）

と同時期の氏寺の造営目的（１４）を重視すれば、足羽臣の氏寺と推定できる。また、有力者の本貫地推定

に有効とされてきた足羽山古墳群と足羽神社という近接関係も、見直す時期なのではないだろうか。古

墳群の実状をみても（１５）、大規模な群を形成する酒生古墳群に６世紀代までの有力性は石棺から認めら

れるが、足羽山古墳群に５世紀後葉以降の有力な古墳は無い。他にも、６世紀の前方後円墳は御茸山古

墳群と松岡地域の坂下古墳群にある。御茸山古墳群の麓には式内社の分神社が所在する。

先述した足羽郡東西の開発状況の差により、西の足羽、東の生江という状況は成立しにくい。生江臣

の本貫地としては、「生江」墨書土器出土の高柳遺跡（１６）が所在する足羽郡北側周辺域が現在最も有力で

ある。したがって、足羽と生江の勢力圏を想定するなら、物理的状況に分断される場所を吉野川の状況

に求めることで、南北に分かれると考えるほうがよい（１７）。その場合、足羽郡の中心地として発展した

福井市街地は、生江と足羽の勢力圏が接する地域となる。足羽郡の北側はまだ不明な部分が多いが、次

第に明らかになっていくはずである。有力氏族と各地域の関係は、今後も検討していく必要がある。

註

１ 各遺跡の様相および分布について参考にした文献を列記する。国土地理院 ２００４『１：２５，０００ 土地条件図 福井』国土地

理院・河村健史編 ２００４『福井城跡―JR北陸線外２線連続立体交差事業および高架側道４号線街路工事に伴う調査―』福井県

教育庁埋蔵文化財調査センター・御嶽貞義編 ２００８『福井城跡―福井駅西口地下駐車場整備事業に伴う発掘調査―』福井県教

育庁埋蔵文化財調査センター・福井市史編纂室編 １９９７『福井市史』通史編１古代・中世 福井市・坂靖志編 １９９２『福井市
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河増遺跡』福井市教育委員会・山口充編 １９８７『六条・和田地区遺跡群』福井県教育庁埋蔵文化財調査センター・水野和雄

１９７２『足羽郡足羽町篠尾廃寺調査概報』福井県教育委員会・赤澤徳明編 １９９８『今市岩畑遺跡』福井県教育庁埋蔵文化財調査

センター・本多達哉編 １９９６『大土呂遺跡』福井県教育庁埋蔵文化財調査センター

２ 国土地理院 ２００４『１：２５，０００ 土地条件図 福井』国土地理

３ 中司照世による推定（中司照世 １９９７「古墳時代の社会」『福井市史』通史編１古代・中世 第１章第３節 福井市）をも

とにした。ただし、足羽郡の７世紀の古墳については不明な部分が多く、他にも古墳群が存在する可能性はある。

４ 全国的な傾向（山中敏史編 ２００３『古代の官衙遺跡』Ⅰ遺構編 奈良文化財研究所 参照）をもとに５０㎡以上の建物を大型

建物として抽出した。方形掘りかたで一辺が６０�以上の柱穴を基準（和田坊町遺跡 SB０２に準拠）として、柱穴のみが検出さ

れていた場合には、大型建物を構成するに足りるとして、（５０㎡）と表記する。

５ 土師器と施釉陶器は、中央との交流により物質的・概念的に入手できるものであり、その必要性からも有力者に限定して保

持されるべきものである。ただし、畿内系土師器は８世紀前半、緑釉陶器・灰釉陶器は９世紀後半以降のものがほとんどであ

るため、それ以外の時期は問題として残る。瓦は、中央的技術の表出でもあり、大型建物の存在を示唆する遺物である。

６ この存在の有無は現状にすぎず、調査発見が及ばないだけかもしれない。足羽郡の遺跡検討において本質的問題でもある。

７ 建物方位の統一性と建物間の距離と配置および柵と溝（建設の際の地割を含む）が区画を構成する要因と考える。柵と溝を

区画構造物とする。また、同一地点で建て替えが認められた場合には、建設場所を限定することが区画性の反映と考える。

８ 墨書文字に記載内容の伝達を目的とする範囲を想定することで、対外的文字と対内的文字に分けられ、遺跡の公的・私的と

いう性格の方向性にも有効と考えた。これは、身近な集団による村落社会の墨書文字の内容は、単一文字が多く部外者には理

解しにくいという墨書土器の性質を前提とした解釈である。なお、墨書土器が大量に出土していれば対外性・対内性を認める

ことは容易であるが、足羽郡内の遺跡では出土量に偏りがあるため本稿では補助的に用いた。拙稿 ２００３「福井県墨書土器概

観」を参照。

９ 郡衙遺跡の多くは、７世紀末から８世紀初頭に出現し、８世紀前葉の確立をへて、１０世紀初頭頃に廃絶する（山中敏史 １９９４

『古代地方官衙遺跡の研究』塙書房）。７世紀中葉に評衙の前身である官衙施設が出現している例もあり、本遺跡もこの状況

を想定する。

１０ 斎藤忠 １９５８「国造に関する考古学上よりの一試論」『古墳とその時代』２ 古代史談話会

１１ 北陸道は、大土呂遺跡が所在する麻生津付近から北北東方向の丸岡付近へ向かって足羽郡を通過する。『越藩捨遺録』や「冷

泉為広卿越後下向日記」から足羽山沿いを通過したことが分かり、直線なはずの官道が湿地帯を避けるため曲がりくねってい

たと想定されている（福井県史編纂室編 １９９３『福井県史』通史編１原始・古代 福井県 福井市史編纂室編 １９９７『福井市

史』通史編１古代・中世 福井市）。ただし、『越藩捨遺録』や「冷泉為広卿越後下向日記」の記載は北庄の通過が目的にあり、

足羽山の北側に架かる九十九橋の存在が大きかったのではないだろうか。麻生津と丸岡を直線で結べば、標高が高い部分を通

過して湿地帯を避けられ、律令期の公共交通路としての要件も満たすことになる。いずれにせよ北陸道が、南北の５号線／足

羽川右岸線地点周辺と大土呂遺跡周辺を結ぶように通過したことは間違いないであろう。その場合には、前者より後者の道筋

の方が物流路としての機能性が高く、遺跡の群在もこれを示唆する。

１２ 足羽山と足羽臣の関連性については、自明として扱われることが多い。斉藤優 １９６０『足羽山の古墳』福井市教育委員会

福井県史編纂室編 １９９３『福井県史』通史編１原始・古代 福井県 福井市史編纂室編 １９９７『福井市史』通史編１古代・中

世 福井市 生江臣と篠尾廃寺の関連性については、以下にくわしい。野村英一 １９７１『若越郷土研究』１５‐１ 福井県郷土誌

懇談会 水野和雄編 １９７２『足羽郡足羽町篠尾廃寺調査概要』福井県教育庁文化課 久保智康 １９８４「篠尾廃寺及び篠尾窯跡

出土軒丸瓦の特殊製作技法について」『福井考古学会会誌』福井考古学会

１３ 原秀三郎 １９７６「郡司と地方豪族」『岩波講座 日本の歴史３ 古代３』岩波書店

１４ 稲垣晋也 １９７１「古瓦より見たる飛鳥・白鳳期の寺院」『古代の日本』第９巻 角川書店

１５ 古川登・御嶽貞義 ２００２「越前地方における古墳時代―首長墓古墳の動向を中心に―」『小羽山古墳群』清水町教育委員会

１６ 西向美智代 ２００５「高柳遺跡」『第２０回福井県発掘調査報告会資料』福井県埋蔵文化財調査センター

１７ 道守荘の絵図に記載される生江川の部分は、足羽川と吉野川が合流したあとの部分である。生江の優位性から河川名が変更

された可能性もあるが、吉野川の旧名が生江川であった可能性はないだろうか。足羽川が分流していたなら、足羽山の北側で

それほど大きな河川ではなかった可能性もある。

第７章 総 括
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